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○出席委員（５名） 
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事 務 局 長 濱 口 博 也 
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兼議事係長 

上 村   純 
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（午後 １時３０分 再開） 

 

○世古安秀委員長 皆さん、こんにちは。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  坂倉紀男委員につきましては、所用につき欠席との連絡があります。 

  早速ですが、平成２９年１１月１日の会議に提出されます議案の概要について、総務課長の説明を求めます。 

  総務課長。 

○寺田総務課長 総務課、寺田です。よろしくお願いします。 

  それでは、平成２９年１１月１日、会議に提出いたします議案について説明をさせていただきます。 

  今回の議案は、台風２１号による災害対応に伴う予算議案で、議案第２１号、平成２９年度鳥羽市一般会計

補正予算（第６号）の予算議案１件を上程いたします。 

  平成２９年度一般会計補正予算（第６号）の概要のほうをごらんください。 

  概要の１ページですけれども、補正予算の規模でございます。 

  平成２９年度一般会計補正予算（第６号）は、漁港災害復旧事業で４,３００万円、それから農地・農業用

施設災害復旧事業で１,３００万円、道路橋りょう災害復旧事業で２,１５０万円、河川災害復旧事業で

５,６５０万円、公立学校施設災害復旧事業で５０万円、社会教育施設災害復旧事業で１５０万円、公共施

設・公用施設災害復旧事業で１７０万円を計上しまして、今回の補正予算の総額は１億３,７７０万円で、補

正後の一般会計予算額は１１３億７,４６０万円となります。 

  主な内容でございますけれども、概要の４ページのほうをごらんください。 

  漁港災害復旧事業としまして、委託料、桃取漁港ほか海岸漂着物等回収業務で２,０００万円、それから工

事請負費、答志漁港ほか漁港施設災害復旧工事で２,３００万円、合計で４,３００万円となります。 

  それから、農地・農業用施設災害復旧事業として、工事請負費、堅神農道ほか災害復旧工事で１,３００万

円。 

  それから次に、道路橋りょう災害復旧事業として、災害応急復旧工事測量設計業務委託料で１５０万円、工

事請負費で市道奥山線、これ浦村町ですけれども、それのほか災害復旧工事で２,０００万円、合計で

２,１５０万円となります。 

  それから次に、河川災害復旧事業として、災害応急復旧工事測量設計業務委託料で１５０万円、工事請負費

で、奥谷川ほか災害復旧工事で５,５００万円、合計で５,６５０万円となります。 

  概要の５ページですけれども、公立学校施設災害復旧事業として、工事請負費、これは長岡中学校体育館災

害復旧工事ですけれども、これで５０万円。 

  それから、社会教育施設災害復旧事業として、工事請負費、５丁目公民館災害復旧工事ですけれども、これ

で１５０万円。 

  それから、公共施設・公用施設災害復旧事業、総務課分ですけれども工事請負費で、これは普通財産の相差

町の山林のり面崩落による災害復旧工事で５０万円、それから、最後に公共施設・公用施設災害復旧事業、消

防本部分として工事請負費、長岡分団の第５部格納庫、これ堅子町にございます。そこの災害復旧工事で
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１２０万円となっております。 

  以上が主な内容です。 

  以上で提出議案の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○世古安秀委員長 総務課長の説明は終わりました。 

  次に、会議日程及び議案の取り扱いについて事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 

○濱口事務局長 それでは、私のほうから本会議の日程等についてご説明をいたします。 

  １１月１日の会議に上程される議案については、先ほど総務課長から説明のありましたとおり、平成２９年

度一般会計補正予算の議案１件でございます。 

  お手元の会議日程の案をごらんください。 

  １１月１日に会議を再開しまして、１日間の開催となります。 

  再開後、諸報告、会議録署名議員の指名の後、議案第２１号を上程いたしまして、提案者の趣旨説明を行い

ます。趣旨説明の後、議案精読のための暫時休憩を挟みまして、議案に対する質疑を行います。質疑が終了し

ましたら、当該議案を予算決算常任委員会へ付託し、審査を行う予定であります。その後、予算決算常任委員

長からの委員長報告、委員長報告に対する質疑等を行いまして、討論、評決を経まして散会する日程となって

おります。 

  以上、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○世古安秀委員長 会議日程及び議案の取り扱いについてご質問やご意見はございませんか。 

  はい、戸上委員。 

○戸上 健委員 災害復旧ですから、これ緊急を要するというふうに思うんですけれども、この午前中までにぜ

ひ議案を議決していただきたいとか、午後からこういう準備にしておりますとか、そういうことはあるんでし

ょうか。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○寺田総務課長 今のところはそういうことは聞いておりません。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 そうすると、委員長、議会としては予算決算常任委員会もそうなんだけれども、１日かけて議

論しても構わんということになりますか。差し支えないということになりますか。 

  わかりました。オーケーです。 

○世古安秀委員長 ほかにございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 危機管理監にしろおるわけやろ。ここでやっと僕らに報告が来るような状態ではいかんの違う

の。現状を見たときには、もう報告。これ伊勢なんて、すぐ１日で上げて上がってくるんだよ。危機管理が。

どうなっておるの、うちの危機管理。おれへんの。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○寺田総務課長 防災危機管理室がございますので、そこに担当副参事としております。それと、係の者がおり
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ます。 

○世古安秀委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ほんだら、何で報告がまずないの。一部の人だけが知っておって、共有できてへんだら災害の

とき、どうするの、こんなん。これで、補正予算で組んで悪いものは直さないかん、それはわかっておる。 

  そやけれども、みんなが出て、待機して危ないところの調査に入ったわけやろう。何でそれを報告できへん

だんや。こんなように、臨時議会するのは当たり前のことやけれども、どこが悪くてどこがいいか、それをい

ち早く報告するのは当たり前や。報告できへんだ理由は何なんや。 

○世古安秀委員長 総務課長。 

○寺田総務課長 大変おくれておって申しわけない…… 

○尾﨑 幹委員 まだされてへんのやぞっていうの。 

○寺田総務課長 あすの予算委員会の終了後にこの台風２１号と、その間の大雨、それからこの日曜日の２２号

についての報告をさせていただく予定でございます。 

○世古安秀委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 危機管理室は何をしとったんや。寝とったんか。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 議事進行の件で。尾﨑委員の指摘やけれども、これ議運で議論するということよりも、予算決

算常任委員会で議案が上がってから、その場で、じゃどういう…… 

○尾﨑 幹委員 わかっておるの。議案のことじゃなしに、その前の話をやっぱりちゃんとせないかんと…… 

○戸上 健委員 いやいや、議運で議論する中身ではないということを僕は言うておるの。 

○尾﨑 幹委員 ほんだらどこでするの。 

○戸上 健委員 予算決算常任委員会でやればいいんや。 

○尾﨑 幹委員 それ、中身の話さ。危機管理室があって、今回、それを調べた、臨時議会で予算委員会に上が

ってくるわけやんか。 

○戸上 健委員 それ関連して質疑したらええやないか。 

○尾﨑 幹委員 報告する義務があるよというの。しっかりせえ。 

○戸上 健委員 ちょっと、局長、これは整理したって。そんなもの、総務課長、議運の中で怒っておっても仕

方ない。 

○尾﨑 幹委員 よそはできておって、何でうちはでへんのや。雇うな、あんなん。 

○世古安秀委員長 本来ならば、やっぱり議員に対してもこういう被害の状況というのをいち早くに知らせると

いうことが必要だなというふうに思いますので、内容については、予算決算のあしたの委員会の中で話します

けれども、そういう連絡がきちんと議員のほうにも届くようにしてもらいたいというふうに。 

  はい。そういうことで、この場はお願いいたします。 

  ほかにないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取り扱いについては、事務局長の説明のとおり取り扱うに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 
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○世古安秀委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案の取り扱いについては、そのように決定いたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  委員の皆さんから何かございましたら、ご発言を願います。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後 １時４１分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 平成２９年１０月３１日 

 

              議会運営委員長    世  古  安  秀 

 


